
三重県聴覚障害者支援センターの管理に関する年度協定書（案） 

 

三重県（以下「甲」という。）と○○○○○（以下「乙」という。）とは、令和○○年○○月○○日に

締結した「三重県聴覚障害者支援センターの管理に関する基本協定書」（以下「基本協定」という。）に

基づき、次のとおり、令和○○年度における協定書（以下「年度協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 年度協定は、三重県聴覚障害者支援センター（以下「センター」という。）の管理に係る令和○

○年度の管理業務の内容及びその業務実施に要する経費として支払う指定管理料を定めることを目的

とする。 

 

（年度協定の期間） 

第２条 年度協定の期間は、令和○○年４月１日から令和○○年３月３１日までとする。 

 

（管理業務の内容） 

第３条 甲及び乙は、令和○○年度に実施する管理業務の内容が、別記１に定めるとおりであることを

確認する。 

 

(管理備品） 

第４条 甲及び乙は、基本協定別記３で定める管理備品について、同協定第３条第４項の規定に基づき

別記２のとおり増減があったことを確認する。 

 

（指定管理料） 

第５条 甲は、令和○○年度におけるセンターの指定管理料として、金○○，○○○，○○○円を支払

うものとする。 

２ 前項の指定管理料の支払方法は、次のとおりとする。 

（１）甲は、前項の指定管理料を前期と後期に分けて２分の１ずつ前金払により支払うこととし、乙は、

○○月及び○○月に指定管理料の支払いに関する請求書を甲に送付するものとする。 

（２）甲は、当該請求書を受領してから○○日以内に乙に対して指定管理料を支払うものとする。 

 

（疑義についての協議） 

第６条 年度協定に定めのない事項に関し疑義が生じたときは、基本協定によることとし、基本協定に

定めのない場合においては、甲及び乙は誠意をもって協議を行い、これを決定するものとする。 

 

 甲及び乙は、この本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各１通

を保有する。 

令和  年  月  日 

甲  

 

乙  

別紙９ 



別記１ 「令和○○年度に実施する業務内容」 

 

 

（略） 

 

 

 

別記２ 「令和○○年度における管理備品の増減」 

 

 

（略） 


